
水道事業会計水道事業会計水道事業会計水道事業会計（（（（参考記載参考記載参考記載参考記載））））    

    



平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度ひたちなかひたちなかひたちなかひたちなか市水道事業会計予算市水道事業会計予算市水道事業会計予算市水道事業会計予算

（総  則）

第１条  平成２６年度ひたちなか市水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条  業務の予定量は，次のとおりとする。

（１） 給 水 戸 数

（２） 年 間 総 給 水 量

（３） 一 日 平 均 給 水 量

（４） 主要な建設改良事業   ひたちなか市水道事業  事業費  ２,６２１,９８３千円

６２，５００戸

１８，６１５，０００㎥

５１，０００㎥

（収益的収入及び支出）

第３条  収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収　　　　入

　第１款　水道事業収益 ３,１８７,０４３千円

　　第１項 営 業 収 益 ２,９５５,５２０千円

　　第２項 営 業 外 収 益 ２３１,５２３千円

支　　　　出

　第１款  水道事業費 ２,９７８,７４０千円

　　第１項 営 業 費 用 ２,６３７,５７６千円

　　第２項 営 業 外 費 用 ３０２,８２０千円

　　第３項 特 別 損 失 ８,３４４千円

　　第89項 予 備 費 ３０,０００千円

（資本的収入及び支出）

第４条  資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出

　額に対し不足する額　１,１７６,１３８千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

　調整額　１５６,０６２千円，当年度分損益勘定留保資金　９０４,４２９千円，減債積立金

　１１５,６４７千円で補てんするものとする。）

収　　　　入

　第１款　資本的収入 ２,３５０,１９８千円

　　第１項 企 業 債 ２,２６０,０００千円

　　第３項 他 会 計 負 担 金 １３,６９５千円

　　第４項 工 事 分 担 金 ４１,３６０千円

　　第６項 固定資産売却代金 １,４８５千円

　　第８項 国 庫 支 出 金 ３３,６５８千円

支　　　　出

　第１款  資本的支出 ３,５２６,３３６千円

　　第１項 建 設 改 良 費 ２,６３１,４４１千円

　　第４項 企 業 債 償 還 金 ８６４,８９５千円

　　第98項 予 備 費 ３０,０００千円
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（債務負担行為）

第６条  債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

事　　項 期　　間 限　　度　　額

浄水場等運転業務委託 平成２６年度から平成２７年度まで ８２，９０７千円

（企業債）

第７条  起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限　度　額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法

              千円

　５.０％以内
（ただし，利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について，利
率の見直しを
行った後におい
ては，当該見直
し後の利率)

　政府資金又は地方公
共団体金融機構資金に
ついては，その融資条
件により，銀行その他
の場合には，その債権
者と協定するものとす
る。ただし，企業財政
の都合により，据置期
間及び償還期限を短縮
し，若しくは繰上げ償
還又は低利に借り換え
ることができる。

ひたちなか市
上水道事業

２,２６０,０００ 普通貸借又
は証券発行

（一時借入金）

第８条  一時借入金の限度額は，６００,０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第９条  予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

　第１款　水道事業費

　第１項 営 業 費 用

第２項 営 業 外 費 用

（継続費）

第５条  継続費の総額及び年割額は，次のとおりと定める。

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

１
資本的支出

１
建設改良費

湊系配水施設等改修事業 ２,０７４,０００千円 平成２６年度 １,３３０,１３８千円
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第１０条  次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又

　はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

（１） 職 員 給 与 費 ３６１,７７２千円

（２） 交 際 費 　５０千円

（他会計からの補助金）

第１１条  児童手当に要する経費として，一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，

　２,３１６千円である。

（重要な資産の取得）

第１３条  重要な資産の取得は，次のとおりとする。

　　　　　　　　　　　種類　　　　　名称　　　　　　　数量

　　１　取得する資産　土地　ひたちなか市市毛地内　３０,０００㎡

（たな卸資産の購入限度額）

第１２条  たな卸資産の購入限度額は，４５，７２５千円と定める。
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